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（１）サーベイランスの強化
○ 平成30年９⽉から、全都道府県における野⽣イノシシのサーベイランスを開始。
○ 令和元年9⽉には、飼養豚での豚熱感染が関東まで拡⼤したことを受け、
豚熱陽性が確認されている県に隣接する13都府県において、サーベイランス強化区域の設定、
抗原検査及び⾎清抗体検査の実施等を通知し､サーベイランス体制を更に強化。

○ 令和２年8⽉31⽇に全都道府県に向けて豚熱・アフリカ豚熱のサーベイランスの強化通知を発出。

（２）捕獲の強化
○ ⾃治体、農林⽔産省及び環境省が連携し、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等36都府県
に「捕獲重点エリア」の設定を依頼。岩⼿県及び四国4県については各県において調整中。

○ 猟銃の効果的な活⽤、わな設置数の増加を⾏うことで、野⽣イノシシの捕獲を強化。

（３）経⼝ワクチン散布
○ 平成31年３⽉、岐⾩県及び愛知県において、経⼝ワクチン散布を開始。
その後、野⽣イノシシにおける感染確認状況を踏まえ、東⽇本・⻄⽇本に、
重点的にワクチンを散布する防疫帯を構築。
防疫帯内でも、ウイルス濃度低減のための散布を継続。

○ 現在、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等36都府県のうち、
沖縄県、福島県、⼭形県、宮城県、秋⽥県、岡⼭県、⿃取県、⻘森県、
岩⼿県、徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県を除く23都府県で
経⼝ワクチンを散布 。

○ ⾃衛隊ヘリコプターを活⽤した空中散布実証実験を経て、
空中散布マニュアルを作成し、⺠間企業説明会を開催。令和３年３⽉
に静岡県及び栃⽊県で⺠間ヘリコプターによる空中散布を実施。

（４）法改正等の対応
○ サーベイランス、経⼝ワクチン散布等を家伝法に位置付け（令和３年４⽉施⾏）。

野⽣イノシシ対策
豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 25都府県で
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